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研究成果の概要（和文）：本研究は、公儀触のＡ徳川領国（武蔵国、久美浜代官所領＜丹後国＞等）とＢ国持外
様領国（周防・長門国等）の末端の村町までの伝達を分析することによって、Ａ、Ｂにより構成される両領国の
存在、構造を明らかにすることなどを目的とする。
公儀触は御用留等に記される。Ａは埼玉県立文書館、太刀宮文書（丹後国久美浜代官所郡中代等文書）、Ｂは山
口県文書館を中心に調査を行った。領主文書の調査が遅れたため、村の御用留等を分析し、15年分の公儀触を確
認、比較検討し、Ａは全国触とＡのみに関係する触、Ｂは全国触のみ、触数はＢの方が少いことを確認し、両領
国はそれぞれ存在するとした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to clarify the existence and structure of the  
regime consisting of A and B by analyzing the transmission of laws and ordinances to villages and 
towns at the ends of A Tokugawa territories (Musashi, Kumihama Daikansho <Tango  Province>, etc.) 
and B Kunimochi daimyo territories (Suo, Nagato, etc.).
The promulgated laws and ordinances are recorded in "Goyodome" and other documents. A was mainly 
investigated at the Saitama Prefectural Archives and "Tachinomiya" documents (Tango Province), and B
 at the Yamaguchi Prefectural Archives.Due to the delay in researching the lord's documents, we 
analyzed the "Goyodome" of the village and confirmed the laws and ordinances of the Shogunate for 15
 years.As a result, we were able to confirm the existence of regime by A and B, as A has a law 
concerning the whole country and A only, and B has only a law concerning the whole country, and B 
has fewer laws than A.

研究分野： 近世社会構造
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
公儀から出された公儀触等のＡ徳川領国（丹後国武蔵国等）とＢ国持外様領国（因幡・伯耆・周防・長門国等）
の末端の村町までの伝達を分析し、Ａ、Ｂにより構成される両領国体制の存在を確認した。このことにより、幕
府と各地の藩とによって、政治的な支配権力が分有され、地方分権的であるとともに実質上は中央集権的な国家
体制をなしていた、とされる幕藩体制についての新たな構造が確認でき、社会的に幕藩体制の理解を深めること
ができたと考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
本研究は、公儀（幕府）から出された触(ふれ)（法令等）のＡ徳川領国とＢ国持外様領国の末

端の村町までの伝達を分析することによって、Ａ、Ｂによって構成される近世社会の体制（以後、
「両領国体制」とする）の存在を確認し、構造を明らかにする。これをもって、以前からいわれ
る幕藩体制の構造を明らかにし、また、触研究に情報を提供するものである。 
全国の所領構成の分析、関係の先行研究から、Ａは徳川家を主とする親藩、譜代、直轄地、中

小外様大名等からなる領国、Ｂは加賀前田家等 19 家（藩）の国持外様大名とその分家（藩）の
各家からなる領国地帯といえるもので、Ａに対して自立的であると考えている。 
研究代表者は、Ａ、Ｂからなる両領国体制の存在、構造の研究（「公儀触伝達にみる徳川領国

と国持外様領国の構造―京都、山城・丹波・丹後国と因幡・伯耆国の比較から」京都府立大学学
術報告人文、2019）を先行研究に学んで行い、近世には「大公儀」（大名の公儀の上位公儀）と
いう当時、日本社会を規定する概念があり、それを、Ａを基盤とする「徳川公儀（政権）」が担
い、Ｂを統制して国家運営を行なう構造を明らかにした。 
しかし、それは限られた地域と年であり、他の地域、他の年、その他（Ｂが発給する触等）の

分析も必要である。両領国体制、大公儀は各時代の体制、現代社会の「公共」概念にも関係する
ことが予想される。また、先の拙論は、触研究（水本邦彦『海辺を行き交うお触れ書―浦触の語
る徳川情報網』吉川弘文館、2019）に参考文献として記載されるなど、法制史研究に役立ってい
る。これらによりさらなる深化をめざして本研究を行うことにした。 
本研究の背景は幕藩体制と触研究である。本研究は幕府や藩などのあり方を問うている。従っ

て、幕府と各地の藩とによって、政治的な支配権力が分有され、地方分権的であるとともに実質
上は中央集権的な国家体制をなしていた、とされる幕藩体制が背景にある。その体制と密接に関
係するのが触である。この体制の特質の研究はこれまで特定の理論によって行われたが行き詰
まり、また実相を取り入れられた研究も行われたが、ここ数十年は研究されていない。今日の幕
藩体制は、ただ単に、幕府と藩による体制、という程度の意味で使用されている感があり、触に
ついても末端の村町までの伝達を視野にいれた研究は行われていない。幕藩体制の定義は間違
いではないが、例えば、研究代表者の疑問「なぜ、８ヶ国に領地が分散する大名（山城国淀藩）
がいるのか」などを説明するのには不十分である。実相にもとづく構造研究が望まれている。 
 
２．研究の目的 
本研究は、Ａ徳川領国のア京都、山城・丹波・丹後国、イ江戸、武蔵国、Ｂ国持外様領国のウ

因幡・伯耆国、エ周防・長門国を相互に公儀触の伝達から比較検討し、「両領国体制の存在、構
造をさらに明らかにすること」を目的とする。 
 研究代表者は、ア、ウを公儀触の伝達によって比較検討し、両領国体制の存在、構造を明らか
にした。具体的には、公儀（幕府）から出された天保 13 年（1842）１年分の 453 触（『幕末御触
書集成』）を江戸から末端のそれぞれの村町までの伝達を追跡することによって比較検討を行っ
た。その結果、アには全国に伝達されるべき内容（貨幣関係など）の全国触とＡの江戸などに関
係する地域が限定される触が確認されたが、Ｂのウの村には全国触３触しか伝達されていない
ことが確認できた。先に大公儀は徳川公儀が担っていたとしたが、全国触は大公儀からの触、Ａ
内のみに関係する触は徳川公儀触とし、大公儀触しか伝達されていないＢは大公儀触・徳川公儀
触が伝達されるＡとは異なる構造の地域で、ＡとＢは別個に存在し、大公儀触の伝達により大公
儀がＢを統制しているとし、ＡとＢからなる両領国体制は存在するとした。 
 このように両領国体制の存在等を明らかにしたが、これは地域、年を限ってのことである。そ
のため残りの地域、他の年に関しても公儀触による検証を行う必要がある。そのため本研究では、
ア、ウを比較検討の基幹地域として、これにＡとして、政権の本拠地江戸があるイ、Ｂとして関
ヶ原の戦いでは西軍であった毛利家領のエを検討地域に加えて、先の研究と同じ方法で検討し、
体制の存在の確認、構造（公儀、各領国の構造等）の分析、検討などを行うことを目的とする。 
 
３．研究の方法 
同一時期（年幅は状況により検討）の公儀触によって、Ａ徳川領国（ア京都、山城・丹波・丹

後国、イ江戸、武蔵国）、Ｂ国持外様領国（ウ因幡・伯耆国、エ周防・長門国）毎に、末端の村
町までの伝達（大公儀＜老中＞から町村＜庄屋、名主＞までの各段階）の状況、触の内容等を分
析、比較する。 
 具体的には次のように行う。 
令和２年度（2022） 
① ア～エ等に関るアーカイブズ（文書館等）等において、領主（藩、公儀代官所等）、村町

等関係の御用留、触留等の所在・内容等の確認を行う。併せて、関係者の両領国に関する自意識
がうかがわれる資料の調査を行う。 
② ①の結果により調査年代を設定し、資料撮影を行う。併せて、調査対象地域の触伝達機構

等の分析を行う。 



令和３年度（2021） 
 ① 収集画像データの分析（翻刻）を行う。 
② ア～エへの伝達された公儀触（『御触書集成』『幕末御触書集成』）の内容、ルート等の分

析を行う。 
令和４年度（2022） 
 ① 分析結果をもとに触関係、調査地域の研究者等と研究会を行う。 
② 最終的に、調査年代の公儀触がア～エの末端の村町までにどのように伝達されたか、どの

ような大公儀触、もしくは徳川公儀触が両領国へ伝達されたか、を明らかにする。それにより両
領国体制の存在、Ａ・Ｂの構造、公義（大公儀・徳川公儀・国持大名公儀等）とは何かを明らか
にする。 
③ 研究紀要等への報告の掲載などを行う。また、触留等の画像の公開希望があれば内容明細

などの情報提供を行う。 
 

４．研究成果 
本研究は、公儀触（法令等）のＡ徳川領国とＢ国持外様領国の末端の村町までの伝達を分析す

ることによって、Ａ、Ｂによる両領国体制の存在を確認し、構造を明らかにする、それによって
いわゆる幕藩体制の構造を明らかにし、また、触研究に情報を提供することを目的とする。 
コロナ禍で遅れ気味であったが、Ａは埼玉県立文書館（武蔵国）、Ｂは山口県文書館（周防・

長門国）、Ａ関係の京都府京丹後市久美浜町神谷神社所蔵の太刀宮文書（久美浜代官所郡中代等
文書）（丹後国久美浜代官所領）を中心に、3 ヶ年にわたり収集した資料の分析を行った。 
領主文書は分析中であるが、村町に伝達された公儀触の分析結果、欠年があるが①寛政 8 年

（1796）～万延元年（1860）の 15 年分の公儀触を確認できた。各地域の重複分を除いて、武蔵
国 109 触、久美浜代官所領は文化 8・天保 13・14 年の 3ヶ年分であるが 27触、周防・長門国は
32 触、の合計 168 触（重複 21 触）であった。年平均（小数点以下省略）は 11 触、同じく武蔵
国は 7触、同じく久美浜代官所領 9 触、同じく周防・長門国は 2触であった。前二者の徳川領国
の国等に比べて国持外様領国の周防・長門国は少ない結果となった。 
これまでの研究で確認した天保 13年分（1842） の結果と今回の結果の同年分を合わせて確認

を行った。先の研究で、評定所編さんによる官撰の「御触書集成」の後をうけて編さんされた私
撰による『幕末御触書集成』収載の天保 13 年分 453 触を基軸として、確認したところ、江戸（『江
戸町触集成』）210 触、京都（『京都町触集成』）40 触、丹後国（代官所領）10 触（5～12 月）、因
幡・伯耆国（国持外様鳥取池田家領）3触の伝達を確認している。今回の調査収集で確認した同
年分は、武蔵国 14触、久美浜代官所領 15触（今回の再調査で追加）、周防・長門国 5触であっ
た。この比較でも周防・長門国は少ない。数の比較からであるが、国持外様領国への公儀触の伝
達は、徳川領国と比較して少ないといえる。 
周防・長門国の 5触は、「通用停止之古金銀早々可引替之事」、「長窪宿人馬賃銭割増之事」、「百

姓共風儀并農業等可心得品々之事」、「異国船取計方改正ニ付防禦筋用意之事」、「当用ニ付所持致
候古金銀取扱方等之事」であった。因幡・伯耆国の 3触は前述の「通用停止之古金銀早々可引替
之事」と他（「似せ金銀銭拵候者并売捌候者取締之事」、「旅稼之歌舞伎役者共抱入間敷之事」）で
あった。共通しないものもあるが、いずれにしても貨幣、風儀、交通など全国に伝達されるべき
全国触といえるものである。徳川領国の武蔵国、久美浜代官所領の公儀触については、その背景
を確認して判断すべきであるが、その内の「利根川等本堤外江小土手築立間敷之事」は利根川な
ど同領国内のみに関係している。これらから、先の研究の結論と同様に全国触のみが伝達される
国持外様領国は、徳川領国と異なる地域で両領国は存在すると追確認を行うことができた。なお、
領主段階の伝達も含めた総合的分析は次の機会に行うこととした。 
本研究の他の目的に「公儀」そのものの調査がある。今回の調査で周防・長門国における「公

儀」のあり方を萩毛利家の永代家老で大身給人益田家の家老の清水益田家文書、大身給人益田家
領の庄屋の文書目録から確認した。両資料中に「大公儀」、「公儀」を確認し、それらはいずれも
萩毛利家の「公儀」を指し、「大公儀」とも表現することから大身給人益田家にも「公儀」があ
るとし、結果、萩毛利家（萩藩）領には同家の「大公儀」と大身給人の「公儀」が、重層して存
在すると考察した。また、武蔵国の公儀触の調査で、「公儀」に類する「太途（大途）」を確認し
た。これらによって今後の「公儀」研究をさらに進めていくことにした 。 
以上の成果は、「徳川領国（武蔵国・久美浜代官所領＜丹後・但馬国＞）と国持外様領国（周

防・長門国）の公儀触等」としてまとめ、次に述べる報告書に掲載した。 
本研究の他のもう一つの目的として触研究への情報供や研究成果の地域還元がある。 
Ａ関係の史料とするため前述の神谷神社所蔵の太刀宮文書（丹後国久美浜代官所郡中代等文

書）の調査を、同神社、地域の同市教育委員会文化財保護課、京都府立丹後郷土資料館の協力を
得て実施し、併せて約１千点弱の文書を撮影し、デジタルデータ化を行った。調査内容は、報告
書（京都府立大学文化遺産叢書第 26 集『京丹後市久美浜町太刀宮文書（久美浜代官所郡中代等
文書）・佐治家資料調査と御用留横断研究』）にまとめ、刊行、オープンアクセス化を行うととも
に、触研究に必要な御用留、触留を含む撮影データについては、研究代表者、京都府立大学歴史
学科、前述の協力していただいた 2機関で協議し、従来から地域資料の公開を行っている京都府
立丹後郷土資料館において管理していただくこととなり、地域、全国的な触研究等への活用が可
能となった。 



 なお、同文書の調査過程等を「京丹後市久美浜町太刀宮文書等調査（3）」としてまとめ、『京
都府立大学歴史学科フィールド調査集報 9』に掲載した。 
本研究では、京都府内外で調査を行い、調査先の研究者から、公儀触や触が記録されている御

用留、触留、地域に伝達された公儀触等についてご教示をいただいた。それらは今後の研究に有
用なものであり、先に述べた報告書に「二 御用留横断研究」としてまとめ、紹介することがで
きた。 
太刀宮文書の調査では、新発見などがあり、貴重な成果を得ることができた。そのため、地域

への成果還元を、協力をいただいた機関と協議し、次の企画を実施した。 
京丹後市教育委員会と協働して、企画展示（テーマ「『海の代官所』と太刀宮文書」）、文化財

セミナー（同テーマ）を実施し、多くの方々の展観、聴講があった。 
京都府立丹後緑風高等学校久美浜学舎と協働して、出前講座を２年生みらいクリエイト科の

授業「みらい探究Ⅱ」として、現地見学、文書の解説、原本の展観等を実施し、地域の歴史を紹
介することができた。 
多くの関係者のご協力をいただき、以上の成果を得ることができたが、コロナ禍で領主文書の

調査が遅れ、公儀触伝達の領主段階の分析が進まず、この段階と末端の村町まで伝達を含めた総
合的な分析を課題として残さざるを得なかった。 
また、御用留の内容を分析して、細目次の作成、本文の翻刻など行ったが、先に述べた報告書

は紙媒体であり、十分に収録しきれなかった。このことも触研究への情報提供という本研究公約
上今後の課題として残さざるを得なかった。 
なによりも最大の今後課題は、ここまで検証した地域（国）は明治初期の 73国中の 8国で残

り 65 国は未検証ということである。 
以上の課題を今後の課題として、今後も分析を進めていきたい。 
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